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１ 総則 

 

（１）落札者の決定方法 

川西市（以下、「市」という。）は、（仮称）川西市立総合医療センターキセラ川西センタ

ー整備事業（以下、「本件事業」という。）の実施において、設計施工一括発注方式を採用す

ることにより、設計業務、建設工事をー体的に実施し、本件事業が効率的かつ効果的に実施さ

れることを期待している。 

市は、本件事業の落札者として、本件事業の趣旨及び条件を十分理解した上で、病院の設計

及び建設に関する高度な技術を有し、品質と価格が総合的に優れた内容で実施することができ

る者を選定するため、本件事業の落札者を一般競争入札（総合評価落札方式）により決定する。 

この「（仮称）川西市立総合医療センターキセラ川西センター整備事業落札者決定基準」

（以下、「本基準」という。）は、市が、一般競争入札（総合評価落札方式）により落札者を

決定するための基準を示すものである。 

 

（２）建設事業（設計施工一括発注方式）の事業者選定に係る委員会 

総合評価落札方式により落札者を決定するにあたり、学識経験者、医療関係者等で構成する

総合評価審査委員会（以下、「審査委員会」という。）の審議を経るものとする。 

審査委員会の委員は、以下のとおりである。 

 

氏 名 所属・職名等 

河合 慎介 京都府立大学 生命環境学部 環境デザイン学科 准教授 

小菅 瑠香 帝塚山大学 現代生活学部 居住空間デザイン学科 准教授 

播間 利光 医療法人社団 健裕会 中谷病院 理事 

成田 康子 公益社団法人 兵庫県看護協会 会長 

朝倉 一晃 
兵庫県 県土整備部 住宅建築局 営繕課長 兼 

企画県民部 管財課 参事（技術担当） 

野﨑 秀一 市立川西病院 院長 

北川 透 医療法人協和会 理事長 

 

※落札者決定までの間、審査委員会の委員への本事業に関する問い合わせや働きかけを行うこと

を禁止する。当該禁止行為を行ったものは失格とする。
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（３） 落札者の決定までの手順 

落札者の決定までの手順は以下の通りである。 

 

表 落札者決定までの手順 

 実施項目 実施内容 

① 
第一次審査 

（資格審査） 

・市は、入札参加者から提出された参加資格確認申請書及び参加資

格確認資料をもとに、参加資格の具備、業務を担当する企業の実

績等について確認する。 

・参加資格が確認できない場合は失格とする。 

② 入札 ・市は、資格審査通過者を対象に入札を執り行う。 

③ 開札 

・市は、開札を行う。開札後、入札価格を本基準に基づき価格点へ

換算する。 

・予定価格を上回る金額を入札した第一次審査（資格審査）通過者

は失格とする。 

④ 
第二次審査 

（基礎審査） 

・市は、第一次審査通過者から提出された技術提案書について、そ

の内容が（仮称）川西市立総合医療センターキセラ川西センター

整備事業要求水準書に示す要求水準を満たしているかどうかを確

認する。 

・技術提案書の内容が要求水準を満たさない場合は失格とする。 

⑤ 
第二次審査 

（実績審査） 

・市は、入札参加者から提出された実績確認資料をもとに、企業の

実績及び担当者の実績について審査を行い、本基準に基づき実績

点を算出する。 

⑥ 
第二次審査 

（提案審査） 

・審査委員会は、第二次審査（基礎審査）通過者の技術提案書及び

それに基づくプレゼンテーションの内容により審査し、本基準に

基づき提案点を算出する。 

⑦ 総合評価 
・市は、③、⑤、⑥の結果から、算出式に従い、総合評価点を算出

し、総合評価点を確定する。 

⑧ 市への答申 ・審査委員会が市へ答申する。 

⑨ 落札者の決定 ・市は、⑧の答申を踏まえ、落札者を決定する。 
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②入札書・技術提案書の提出 

④第二次審査(基礎審査) 

(市が要求水準を満たしているかを確認) 

失格 

対話(市が実施) 

プレゼンテーション・ヒアリング 

（審査委員会が提案内容に対しヒアリングを実施） 

⑥第二次審査(提案審査) 

(審査委員会が基準に基づき評価し点数化) 

③開札（市が実施） 

失格 

⑧市への答申（審査委員会が実施） 

⑨落札者の決定（市が実施）） 

入札公告 

①第一次審査(資格審査)(市が実施) 

参加資格確認申請書及び 

参加資格確認資料の提出 

失格 
参加資格を満たさない場合 

 

図 落札者決定までの流れ 

予定価格を超える入札の場合 

技術提案書の内容が 

要求水準を満たさない場合 

⑤第二次審査(実績審査) 

(市が基準に基づき評価し点数化) 

⑦総合評価 

(市が価格点＋技術点を合算し総合評価点を確定) 
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（４）結果の公表 
市は、落札者を決定した場合、その結果を市ホームページ等により公表する。 

 

（５）落札者を決定しない場合の措置 

市は、設計施工者の募集及び落札者の決定において、最終的に入札参加者が無い、あるいは

いずれの入札参加者も事業目的の達成が見込めない等の理由により、本件事業を実施すること

が適当でないと判断された場合には、落札者を選定せず、この旨を速やかに公表する。 

 

 

２ 第一次審査（資格審査） 

第一次審査（資格審査）では、各入札参加者から提出される参加資格確認申請書及び参加資

格確認資料を基に、入札参加者が参加資格を満たしているか否かを確認する。第一次審査（資

格審査）は市が実施し、参加資格が確認できない場合は失格とする。第一次審査（資格審査）

における確認内容は入札説明書「第４参加要件」に記載の通りとする。 

 

 

３ 入札 

市は、第一次審査（資格審査）通過者を対象に入札を執り行う。 

 

 

４ 開札 

市は開札を行い、第一次審査（資格審査）を通過した者の入札価格を次式に従って価格点に

算出する。得点化の際は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までを求める。 

なお、各予定価格を上回る金額を入札した者は失格とする。 

 

入札参加者Aの価格点 

＝入札参加者中の最低入札価格 ÷ 入札参加者Aの入札価格 × ４００ 点 

 

 

５ 第二次審査（基礎審査） 

第二次審査（基礎審査）では、第一次審査通過者から提出された技術提案書の内容について、

その内容が（仮称）川西市立総合医療センターキセラ川西センター整備事業要求水準書に示す

要求水準を満たしているかどうかを確認する。 

第二次審査（基礎審査）は市が実施し、技術提案書の内容が要求水準を満たさない場合は失

格とする。 

 

 

６ 第二次審査（実績審査） 

第二次審査（実績審査）では、各入札参加者から提出された実績等確認資料をもとに、企業

実績及び担当技術者の資格及び実績を「別表１ 二次審査基準（実績審査）」に基づき市が審

査し、各入札参加者の実績点（２５点満点）を算出する。実績点については、総合評価の審査

点とする。 
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実績点（２５点満点）＝企業の実績（１０点満点）＋技術者の実績（１５点満点） 

 

 

７ 第二次審査（提案審査） 

第二次審査（提案審査）では、第二次審査の基礎審査を通過した者から提出された技術提案

書の内容を確認するために、プレゼンテーション・ヒアリングを実施する。 

提案点（５７５点満点）は「別表２ 二次審査基準（提案審査）」に基づき審査委員会が審

査し、基礎点（３４０点満点）と加点（２３５点満点）の合計点により各応募者の提案点（５

７５点満点）を算出する。 

基礎点（３４０点）は固定とする。 

加点（２３５点満点）の計算方法については、原則として項目ごとに「別表３ 評価ランク

及び配点割合」に応じた得点を付与するものとする。 

審査委員会の各審査員７名が採点した得点の平均点をもって、各応募者の得点とする。 

得点化の際は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までを求める。  

提案点（５７５点満点）＝基礎点（３４０点）＋加点（２３５点満点） 

 

 

技術点は、第二次審査（実績審査）実績点：２５点満点と、第二次審査（提案審査）提案

点：５７５点満点の合計点とする。 

 

技術点＝６００点 

 

＝第二次審査（実績点：２５点満点）＋第二次審査（提案点：５７５点満点） 

 

 

 

８ 総合評価 

総合評価点は、４にて算出した価格点に加え７にて算出した技術点を用いて、以下の式によ

り算出し、市は最も総合評価点が高い入札参加者を落札者として決定する（総合評価の結果が

同点となった場合には、提案評価点の高い者を上位とし、さらに同点の場合には、くじ引きに

より落札者を決定する）。 

 

総合評価点（満点１０００点） 

 

＝技術点（６００点）＋価格点（４００点） 

 

＝実績点（２５点）＋提案点（５７５点）＋価格点（４００点） 
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別表１ 二次審査基準（実績審査） 

  

区分 評価対象 評価項目 評価点 満点

2.5

1.5

2.5

1.5

1.5

1

2

1

1.5

1

2

1

2.5

1

合計 25

評価基準

定
量
評
価

企
業
実
績

施工実績（病院）
(代表企業）

過去10年間にお
ける施工実績
※2件まで評価

・同種業務の実績

担
当
技
術
者
の
資
格
及
び
実
績

現場代理人の評価
（施工担当）

過去10年間にお
ける施工実績
※2件まで評価

・同種業務の実績

・一級建築士又は１級施工管理技士

管理技術者の評価
（設計担当）

過去10年間にお
ける設計実績
※2件まで評価

・同種業務の実績

監理技術者の評価
（施工担当）

過去10年間にお
ける施工実績
※2件まで評価

5

・類似業務の実績

保有資格

・一級建築士及び１級施工管理技士

・一級建築士又は１級施工管理技士

5

・類似業務の実績

設計実績（病院）
(代表企業又は、設
計企業※意匠に限

る）

過去10年間にお
ける設計実績
※2件まで評価

・同種業務の実績

5

・類似業務の実績

・同種業務の実績

5

・類似業務の実績

実績

同種業務
過去10年以内（平成21年4月1日～平成31年3月31日）において、一般病床300床以上の免震構
造の病院（工事範囲に300病床が含まれる案件）の新築、増築又は改築工事の履行実績（施工
担当は施工業務の履行実績とし、設計担当は基本設計又は実施設計の履行実績とする。）

類似業務
過去10年以内（平成21年4月1日～平成31年3月31日）において、一般病床200床以上（工事範
囲に200床が含まれる案件）の病院の新築、増築又は改築工事の履実績（施工担当は施工業務
の履行実績とし、設計担当は基本設計又は実施設計の履行実績とする。）

備考
施工担当の実績として認める案件は、現場に従事した期間が工事期間の半分以上在籍してい
る案件に限る。

5

・類似業務の実績

保有資格

・一級建築士及び１級施工管理技士
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別表２ 二次審査基準（提案審査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 評価の着眼点 キーワード

事業への理解、業務実施方針
・本事業推進における理解度
・特に重視する配慮事項

5

取組体制の提案
・事業推進体制
・担当チームの特徴

10

工程管理
・適切な工程管理
・事業工程遅延防止策
・不測事態への対応

5

関連工事調整
・別途工事との工程調整
（医療機器や情報通信機器工事等）
・別途工事を踏まえた施工品質の確保

10

診療機能の向上①
・運営の効率化に配慮した合理的な建築計画
・センター化構想
・２次救急医療の提供体制

25

診療機能の向上②
・病棟の全室個室化
・医療安全、感染対策

20

新病院の利便性・快適性
・患者の療養環境
・職員の職場環境

20

将来対応
・医療機能を維持した上での可変性、拡張性
・長寿命化

15

災害対策 ・水害対策、BCPの考え方 15

コスト管理
・予算内での事業推進
　（設計段階・施工段階）

15

ライフサイクルコスト削減に関す
る技術的提案

・イニシャルコストの削減
・ランニングコストの削減
　（エネルギーコスト等）

25

近隣住民への配慮
・工事中の配慮（工事動線、仮設計画等）
・竣工後の配慮（圧迫感、景観等）

10

地域貢献 ・地元の活性化 10

竣工後のアフターサービス ・安心、迅速、確実なアフターサービス 15

その他の提案（自由提案） ・有益性 25

コミュニケーショ
ン

プレゼンテーション及びコミュニ
ケーション力を評価

・簡潔明瞭さ
・信頼性

10 10

235 235

二次審査基準（提案審査）

評価点

定
性
評
価

提案テーマ①
事業への取組

（Ａ３用紙１枚）
15

提案テーマ②
工程管理

関連工事調整
（Ａ３用紙１枚）

15

提案テーマ③
新病院の品質

（Ａ３用紙3枚）
95

提案テーマ⑥
アフターサービ

ス・その他の提案
（Ａ３用紙１枚）

40

提案テーマ⑤
地域への配慮

（Ａ３用紙１枚）
20

提案テーマ④
コスト管理と削減
（Ａ３用紙１枚）

40

合計



 

8 
 

別表３ 評価ランク及び配点割合 

 

 
 

※要求水準書以上の効果が認められるかが判断材料であり、要求水準を最低限満たしている提案

は評価Ｅ相当とする。 

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

配点
割合

判断基準 配点に乗ずる係数

具体的で現実性のある特に優れた提案である。 1

具体的で現実性のある優れた提案である。 0.75

具体的で現実性のある良い提案である。 0.5

具体的で現実性のある提案である。 0.25

要求水準は満たしているが、具体的で現実性のある提案がない。 0


